
第５章 社会保障

第１節 社会保険制度

１．概要

ベトナムにおいて、広義の社会保険は大きくわけて①社会保険（狭義）、②健康保険、③

失業保険、④労働災害・職業病保険の四つであり、労働者を雇用する場合は原則としていず

れも強制加入となっている。

保険料の労使負担割合は図表 － のとおりである（決定 、政令

）。

なお、①～④の保険はいずれも カ月未満の期間を定める労働契約による場合を適用対象

外としており、使用者が脱法的に カ月未満の労働契約を多用する原因となっている。ただ

し、 年 月 日以降はそのいずれについても カ月以上の期間を定める労働契約にまで

適用対象が拡大されることになっている 。

図表 － 社会保険料の労使負担割合

保険の種類 使用者負担分 労働者負担分 計

①社会保険（狭義） ％ ％ ％

②健康保険 ％ ％ ％

③失業保険 ％ ％ ％

④労災・職業病保険 ％ ％

保険料計 ％

※労働組合経費 ％ （組合員のみ ％） ％

負担計 ％

本節は第 節「労災補償制度」及び第 節「失業保険制度」も参照のこと。

社会保険料とは性質を異にするが、労働組合経費についても記載した。内容については第 章第 節「労働

者代表」を参照のこと。
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２．兼業の場合の社会保険料等の負担方法

ベトナムでは兼業が珍しくなく、法令上も労働者の権利として認められていることは既に

述べた。これに対し、社会保険料、失業保険料、健康保険料について、使用者にも一定の支

払義務がある制度となっているため、労働者が兼業で複数の勤務先に所属する場合に、社会

保険料等の支払が複雑になる。この点に関し、決定 や 政令 号

条 項 号によると、社会保険料と失業保険料については、時期的に最初の労働契約を締

結した使用者が支払うことになる。もっとも、それ以外の使用者はそれぞれの社会保険料と

失業保険料の使用者負担分の合計と同額を労働者に支払わなければならないとされている。

そのため結局どの使用者も、当該労働者の社会保険料等の使用者負担分を支払う場合と比較

して、負担は実質的に変わらないことになる。他方、健康保険料については、単位当たりの

給与支払い率が最も高い労働契約を締結している使用者 が、使用者負担分を支払うことと

されている（政令 号 条 項 号）。また、全ての労働契約の使用者が労災保険を負担す

ることになる。

【運用の実態】

（１）契約書上での社会保険料等の負担の記載方法

政令 号 条 項によると、社会保険、医療保険、失業保険について、法令

に基づき使用者及び労働者が負担する各保険料率（月給に対する負担率）及び使用者及び労

働者による保険料の支払い方法及び支払時期を明記する必要があるとされている。これに従

うと、各労働契約において具体的な保険料率を数字で記載しなければならないということに

なる。当局は、使用者に対し、労働契約において保険料相当額が賃金に含まれるという曖昧

な規定の仕方ではなく、強制保険の保険料相当額の支払いを明らかにするために、賃金とは

別に強制保険の保険料相当額を明記するよう求めてきたが、これらはいずれも社会保険料等

の負担を明確にして、保険料徴収を確実にする趣旨と思われる。この運用に対しては、法令

の改正による社会保険料率の変更のたびに全ての労働契約を修正しなければならないことに

なり、多数の労働者を有する製造業を中心に契約管理に影響が大きいとの懸念がある。

（２）外国人の社会保険料等の支払い義務

社会保険法 号 条 項は、労働許可証等を有する外国人労働者は、政府の

規定に従って、強制加入の社会保険に加入することができると規定する。この文言から、外

国人の社会保険加入は義務ではなく権利、すなわち任意で加入できるものと解されている。

なお、社会保険法自体の施工日は 年 月であるが、この外国人の義務化についての

条 項は 年 月から施行とされている（ 条 項）。この実務運用については、今後

これは実際の支給額が最も高額な使用者を意味するものではない。

の動向を注視する必要がある。

ただし、基本給与が最低賃金の 倍を超える場合には、最低賃金の 倍をもとに保険料

計算がなされる。これが実現した場合、企業の負担が大きくなるものの、実際には外国人労

働者としては帰国等の関係で退職年金や遺族給付金を受け取ることが難しくなるという状況

が容易に想定できる。しかも、現状、日本とベトナムの間では社会保険のこの点に関する二

国間協定が締結されておらず、適用調整や保険加入期間の通算ができないため、数年程度の

駐在の期間に日本とベトナムの両方で社会保険を払う二重加入となるおそれがあることも看

過できない。

第２節 労災補償制度

労働災害・職業病保険制度については、社会保険法 条及び、労働安全衛生法

号の 条 項により、強制保険の対象として無期契約や カ月以上の有期契

約のベトナム人労働者などが含まれる。なお、 年 月 日から カ月以上 カ月未満の

有期契約のベトナム人労働者のほか、労働許可証を有する外国人労働者も対象となる。

保険料として、労働者の給与基金の ％にあたる金額がこれに充てられ、使用者が納付す

る義務を負う（社会保険法 条 項）。労働者が複数の使用者と労働契約を締結している場

合、各使用者が個別に当該義務を負う（労働安全衛生法 条 項）。

労災手当を受給する条件として、 職場で勤務時間中に発生した災害、 雇用主の指

示により職場以外、または労働時間外に発生した災害、または 住居と職場の往復で発生

した災害による労働能力の ％以上の低下と規定されている（社会保険法 条、労働安全

衛生法 条） 。また、職業病手当を受給する条件として、 保健省（大臣）が発行する

リストに記載された職業病に罹患したことで、 労働能力が ％以上低下した場合と定め

られている（社会保険法 条、労働安全衛生法 条）。

条件を満たす労働者は、労働能力の喪失の度合いなどに従って、給付金その他の支援を

受けることができる。当該保険により、労働者は業務上生じた事故や疾病に起因して転職

をする際に、一定の要件のもと転職のためのトレーニングプログラムに参加するための参加

料の補助を受けることができる（政令 号 条以下）。また、労働者は、一定

の要件のもと、疾病検診の際、保健省によって発表される疾病検診の料金表によって決定さ

れる疾病検診の費用の ％に相当する金額の支払いを受けることができる（政令 号 条

項）。

なお、疾病リスクのある業務に従事していた労働者であって、退職または異動した者は、

疾病検査の料金全額の支払いを受けることができる（政令 号 条 項）。また、業務上

ベトナムではバイクを利用する人が非常に多く、かつ交通事故も頻発しているため、労災の対象として、通

勤や外回り中などのバイク事故がこれにあたるか検討されることが多い。

－ 106 － － 107 －



２．兼業の場合の社会保険料等の負担方法

ベトナムでは兼業が珍しくなく、法令上も労働者の権利として認められていることは既に

述べた。これに対し、社会保険料、失業保険料、健康保険料について、使用者にも一定の支

払義務がある制度となっているため、労働者が兼業で複数の勤務先に所属する場合に、社会

保険料等の支払が複雑になる。この点に関し、決定 や 政令 号

条 項 号によると、社会保険料と失業保険料については、時期的に最初の労働契約を締

結した使用者が支払うことになる。もっとも、それ以外の使用者はそれぞれの社会保険料と

失業保険料の使用者負担分の合計と同額を労働者に支払わなければならないとされている。

そのため結局どの使用者も、当該労働者の社会保険料等の使用者負担分を支払う場合と比較

して、負担は実質的に変わらないことになる。他方、健康保険料については、単位当たりの

給与支払い率が最も高い労働契約を締結している使用者 が、使用者負担分を支払うことと

されている（政令 号 条 項 号）。また、全ての労働契約の使用者が労災保険を負担す

ることになる。

【運用の実態】

（１）契約書上での社会保険料等の負担の記載方法

政令 号 条 項によると、社会保険、医療保険、失業保険について、法令

に基づき使用者及び労働者が負担する各保険料率（月給に対する負担率）及び使用者及び労

働者による保険料の支払い方法及び支払時期を明記する必要があるとされている。これに従

うと、各労働契約において具体的な保険料率を数字で記載しなければならないということに

なる。当局は、使用者に対し、労働契約において保険料相当額が賃金に含まれるという曖昧

な規定の仕方ではなく、強制保険の保険料相当額の支払いを明らかにするために、賃金とは

別に強制保険の保険料相当額を明記するよう求めてきたが、これらはいずれも社会保険料等

の負担を明確にして、保険料徴収を確実にする趣旨と思われる。この運用に対しては、法令

の改正による社会保険料率の変更のたびに全ての労働契約を修正しなければならないことに

なり、多数の労働者を有する製造業を中心に契約管理に影響が大きいとの懸念がある。

（２）外国人の社会保険料等の支払い義務

社会保険法 号 条 項は、労働許可証等を有する外国人労働者は、政府の

規定に従って、強制加入の社会保険に加入することができると規定する。この文言から、外

国人の社会保険加入は義務ではなく権利、すなわち任意で加入できるものと解されている。

なお、社会保険法自体の施工日は 年 月であるが、この外国人の義務化についての

条 項は 年 月から施行とされている（ 条 項）。この実務運用については、今後

これは実際の支給額が最も高額な使用者を意味するものではない。

の動向を注視する必要がある。

ただし、基本給与が最低賃金の 倍を超える場合には、最低賃金の 倍をもとに保険料

計算がなされる。これが実現した場合、企業の負担が大きくなるものの、実際には外国人労

働者としては帰国等の関係で退職年金や遺族給付金を受け取ることが難しくなるという状況

が容易に想定できる。しかも、現状、日本とベトナムの間では社会保険のこの点に関する二

国間協定が締結されておらず、適用調整や保険加入期間の通算ができないため、数年程度の

駐在の期間に日本とベトナムの両方で社会保険を払う二重加入となるおそれがあることも看

過できない。

第２節 労災補償制度

労働災害・職業病保険制度については、社会保険法 条及び、労働安全衛生法

号の 条 項により、強制保険の対象として無期契約や カ月以上の有期契

約のベトナム人労働者などが含まれる。なお、 年 月 日から カ月以上 カ月未満の

有期契約のベトナム人労働者のほか、労働許可証を有する外国人労働者も対象となる。

保険料として、労働者の給与基金の ％にあたる金額がこれに充てられ、使用者が納付す

る義務を負う（社会保険法 条 項）。労働者が複数の使用者と労働契約を締結している場

合、各使用者が個別に当該義務を負う（労働安全衛生法 条 項）。

労災手当を受給する条件として、 職場で勤務時間中に発生した災害、 雇用主の指

示により職場以外、または労働時間外に発生した災害、または 住居と職場の往復で発生

した災害による労働能力の ％以上の低下と規定されている（社会保険法 条、労働安全

衛生法 条） 。また、職業病手当を受給する条件として、 保健省（大臣）が発行する

リストに記載された職業病に罹患したことで、 労働能力が ％以上低下した場合と定め

られている（社会保険法 条、労働安全衛生法 条）。

条件を満たす労働者は、労働能力の喪失の度合いなどに従って、給付金その他の支援を

受けることができる。当該保険により、労働者は業務上生じた事故や疾病に起因して転職

をする際に、一定の要件のもと転職のためのトレーニングプログラムに参加するための参加

料の補助を受けることができる（政令 号 条以下）。また、労働者は、一定

の要件のもと、疾病検診の際、保健省によって発表される疾病検診の料金表によって決定さ

れる疾病検診の費用の ％に相当する金額の支払いを受けることができる（政令 号 条

項）。

なお、疾病リスクのある業務に従事していた労働者であって、退職または異動した者は、

疾病検査の料金全額の支払いを受けることができる（政令 号 条 項）。また、業務上

ベトナムではバイクを利用する人が非常に多く、かつ交通事故も頻発しているため、労災の対象として、通

勤や外回り中などのバイク事故がこれにあたるか検討されることが多い。

－ 106 － － 107 －



の疾病の治療に関しても、一定の要件のもと、治療費の実費の ％相当を受けることがで

きる（政令 号 条 項）。労働者は、毎年 回、合計 回まで上記の疾病の検査及び治

療の補助を受けることができる（政令 号 条 項、 条 項）。

労働安全衛生及び労働災害については、労働契約書を締結せず勤務する労働者も、労働安全

衛生に関する規定に基づき権利及び義務を有するとされる（労働安全衛生法 条 項）。

①業務や当任務の実施と関連無く発生した個人的な傷病、または②労働者による自傷や

違法麻薬等の薬物の使用の場合、労働者は、使用者からの保証を受けることができない（労

働安全衛生法 条 項）。

第３節 育児休業制度

出産休暇として、出産前後に原則として合計 カ月取得可能である。ただし、出産前の休

暇は カ月を超えてはならない（ 年労働法典：以下、労働法典 条 項）。女性労働

者が使用者と合意した場合は、 カ月よりも早期の復帰が認められるが、最低 カ月の経過

と復帰が健康上問題ないことの医師の診断書が必要となる（労働法典 条 項）。出産休

暇を取得する女性労働者は、出産休暇期間中、社会保険制度に基づく給付を受けることがで

きる（労働法典 条 項）。産休の後、女性労働者は元の業務に就くことが保証されてい

る（労働法典 条）

上記産前産後の休業の後、職場へ復帰した日から 日以内であって健康がまだ回復しな

い女性労働者は、 日から 日間の健康回復、リハビリのための休暇を取得することができ

る（社会保険法 条 項）。職場復帰をした後、満 カ月未満の子供を養育している女性

労働者には、 日当たり 分の育児休憩（有給）が認められている（労働法典 条 項）。

出産する妻がいる男性労働者について、妻の出産後 日以内に原則として 日（所定の

場合に該当すれば最大 日）の休暇が認められる（社会保険法 条 項）。

なお、育児期間等に関連して、使用者は、妊娠 カ月以上や カ月未満の子どもを育て

ている女性労働者を深夜、時間外や遠隔地の仕事に従事させてはならないとされている（労

働法典 条 項）。また、結婚、妊娠、産休取得、満 カ月未満の子供の育児を理由とし

て女性労働者を解雇（または一方的に労働契約を終了）してはならない（労働法典 条

項）。さらに、妊娠期間や、社会保険法等に基づいて出産に関する休暇を取得している期間、

カ月未満の子どもの育児期間については、女性労働者は労働紀律処分（懲戒処分）を受

けないことが規定されている（労働法典 条 項）。

【運用の実態】

女性労働者が早期の復帰をしたい場合、最低 カ月の経過と復帰が健康上問題ないことの

医師の診断書が必要となるのは前述のとおりであるが、早期復帰を強く希望するあまり、都

合のよい診断書を取得してくる可能性も否定できないため、よくコミュニケーションをとり、

実際に本人の様子を観察することを怠らないことが肝要である。

第４節 失業保険制度

退職手当、失業手当及び失業保険について解説する。

まず、退職手当に関し、労働法典 条 項は、労働契約終了の場合（定年退職と懲戒解

雇の場合を除く）使用者は恒常的に満 カ月以上就労した労働者に対し、勤続１年につき

賃金の半月分に相当する退職手当を支払う責任を有すると定める。これが使用者の退職手当

支払い義務であり、退職手当の計算基礎となる勤続期間は、労働者が使用者のために実際に

就労した全期間から労働者が社会保険法の規定するところにしたがって失業保険に加入した

期間及び使用者によって既に退職手当が支払われた勤続期間を除いた期間である（労働法典

条 項）。退職手当の計算基礎となる賃金は、労働者が退職する時点の直近 カ月におけ

る、労働契約に基づく賃金の平均額である（労働法典 条 項）。

なお、類似のものとして失業手当も存在し、使用者は、自らのために恒常的に カ月以

上就労した後に失業した労働者に対し、①機構、技術の変更または経済的理由による場合、

②事業体、合作社の吸収、合併、分割、分離の場合につき、失業手当を支払わなければなら

ない（労働法典 条）。具体的には、勤続 年につき賃金の カ月分を支払わなければなら

ず、少なくとも賃金の カ月分を支払わなければならない。失業手当の計算基礎となる勤続

期間や計算基礎となる賃金は、退職手当と同様である（労働法典 条 項、 項）。

退職手当、失業手当の計算基礎となる勤続期間（年数）

＝実際の就労期間－（失業保険の加入期間＋既に退職金を受け取った期間）

退職手当、失業手当の計算基礎となる実際の就労期間には、試用期間、職務のための研

修・職業訓練、使用者から任命されて参加する研修、社会保険法の規定にしたがった休暇、

労働法の規定にしたがった週休及び有給休暇、労働組合についての法令にしたがった労働組

合活動のための休業、労働者側に原因のない休業、業務の一時中断による休業、業務に由来

する一時拘留・監禁による休業（国家権限機関により違法でないという結論が下され職場に

復帰していることが前提）を含むとされている（政令 号 条 項 号）。

また、失業保険の加入期間は、使用者が法律に従って失業保険の払い込みをしていた期

間を含むとされる（政令 号 条 項 号）。失業保険に加入する者は、ベトナム人労働

者で 無期限の労働契約、 有期の労働契約（ ～ カ月）、または 季節的業務また

は特定業務のために カ月以上、 カ月未満の労働契約を締結している者である（雇用法

号 条 項）。 年 月 日より、雇用している労働者の人数にかかわら
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の疾病の治療に関しても、一定の要件のもと、治療費の実費の ％相当を受けることがで

きる（政令 号 条 項）。労働者は、毎年 回、合計 回まで上記の疾病の検査及び治

療の補助を受けることができる（政令 号 条 項、 条 項）。

労働安全衛生及び労働災害については、労働契約書を締結せず勤務する労働者も、労働安全

衛生に関する規定に基づき権利及び義務を有するとされる（労働安全衛生法 条 項）。

①業務や当任務の実施と関連無く発生した個人的な傷病、または②労働者による自傷や

違法麻薬等の薬物の使用の場合、労働者は、使用者からの保証を受けることができない（労

働安全衛生法 条 項）。

第３節 育児休業制度

出産休暇として、出産前後に原則として合計 カ月取得可能である。ただし、出産前の休

暇は カ月を超えてはならない（ 年労働法典：以下、労働法典 条 項）。女性労働

者が使用者と合意した場合は、 カ月よりも早期の復帰が認められるが、最低 カ月の経過

と復帰が健康上問題ないことの医師の診断書が必要となる（労働法典 条 項）。出産休

暇を取得する女性労働者は、出産休暇期間中、社会保険制度に基づく給付を受けることがで

きる（労働法典 条 項）。産休の後、女性労働者は元の業務に就くことが保証されてい

る（労働法典 条）

上記産前産後の休業の後、職場へ復帰した日から 日以内であって健康がまだ回復しな

い女性労働者は、 日から 日間の健康回復、リハビリのための休暇を取得することができ

る（社会保険法 条 項）。職場復帰をした後、満 カ月未満の子供を養育している女性

労働者には、 日当たり 分の育児休憩（有給）が認められている（労働法典 条 項）。

出産する妻がいる男性労働者について、妻の出産後 日以内に原則として 日（所定の

場合に該当すれば最大 日）の休暇が認められる（社会保険法 条 項）。

なお、育児期間等に関連して、使用者は、妊娠 カ月以上や カ月未満の子どもを育て

ている女性労働者を深夜、時間外や遠隔地の仕事に従事させてはならないとされている（労

働法典 条 項）。また、結婚、妊娠、産休取得、満 カ月未満の子供の育児を理由とし

て女性労働者を解雇（または一方的に労働契約を終了）してはならない（労働法典 条

項）。さらに、妊娠期間や、社会保険法等に基づいて出産に関する休暇を取得している期間、

カ月未満の子どもの育児期間については、女性労働者は労働紀律処分（懲戒処分）を受

けないことが規定されている（労働法典 条 項）。

【運用の実態】

女性労働者が早期の復帰をしたい場合、最低 カ月の経過と復帰が健康上問題ないことの

医師の診断書が必要となるのは前述のとおりであるが、早期復帰を強く希望するあまり、都

合のよい診断書を取得してくる可能性も否定できないため、よくコミュニケーションをとり、

実際に本人の様子を観察することを怠らないことが肝要である。

第４節 失業保険制度

退職手当、失業手当及び失業保険について解説する。

まず、退職手当に関し、労働法典 条 項は、労働契約終了の場合（定年退職と懲戒解

雇の場合を除く）使用者は恒常的に満 カ月以上就労した労働者に対し、勤続１年につき

賃金の半月分に相当する退職手当を支払う責任を有すると定める。これが使用者の退職手当

支払い義務であり、退職手当の計算基礎となる勤続期間は、労働者が使用者のために実際に

就労した全期間から労働者が社会保険法の規定するところにしたがって失業保険に加入した

期間及び使用者によって既に退職手当が支払われた勤続期間を除いた期間である（労働法典

条 項）。退職手当の計算基礎となる賃金は、労働者が退職する時点の直近 カ月におけ

る、労働契約に基づく賃金の平均額である（労働法典 条 項）。

なお、類似のものとして失業手当も存在し、使用者は、自らのために恒常的に カ月以

上就労した後に失業した労働者に対し、①機構、技術の変更または経済的理由による場合、

②事業体、合作社の吸収、合併、分割、分離の場合につき、失業手当を支払わなければなら

ない（労働法典 条）。具体的には、勤続 年につき賃金の カ月分を支払わなければなら

ず、少なくとも賃金の カ月分を支払わなければならない。失業手当の計算基礎となる勤続

期間や計算基礎となる賃金は、退職手当と同様である（労働法典 条 項、 項）。

退職手当、失業手当の計算基礎となる勤続期間（年数）

＝実際の就労期間－（失業保険の加入期間＋既に退職金を受け取った期間）

退職手当、失業手当の計算基礎となる実際の就労期間には、試用期間、職務のための研

修・職業訓練、使用者から任命されて参加する研修、社会保険法の規定にしたがった休暇、

労働法の規定にしたがった週休及び有給休暇、労働組合についての法令にしたがった労働組

合活動のための休業、労働者側に原因のない休業、業務の一時中断による休業、業務に由来

する一時拘留・監禁による休業（国家権限機関により違法でないという結論が下され職場に

復帰していることが前提）を含むとされている（政令 号 条 項 号）。

また、失業保険の加入期間は、使用者が法律に従って失業保険の払い込みをしていた期

間を含むとされる（政令 号 条 項 号）。失業保険に加入する者は、ベトナム人労働

者で 無期限の労働契約、 有期の労働契約（ ～ カ月）、または 季節的業務また

は特定業務のために カ月以上、 カ月未満の労働契約を締結している者である（雇用法

号 条 項）。 年 月 日より、雇用している労働者の人数にかかわら
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ず強制加入となった一方、外国人労働者は失業保険の加入対象ではない。なお、失業保険の

強制加入対象に属さない労働者については、使用者は、賃金の支払いに加えて、当該支払い

と同時に、失業保険料に相当する金額を加えて支払う責任を有する（労働法典 条 項）。

失業保険の加入期間中に労働者が産休を取得した場合、この産休は、社会保険の規定に

したがった休暇であるため（社会保険法 条 項）、実際の就労期間に含まれることとなる。

労働者が複数の使用者と契約している場合、当該労働者が最初にした契約関係に基づい

て、労働者と当該使用者が保険料を負担する（雇用法 条 項）。労働者は月給（社会保険

法下で社会保険算定基礎になる給与額、地域最低賃金の カ月分が上限（雇用法 条））

の ％、使用者は当該労働者の給与基金の ％の金額をそれぞれ納付する（雇用法 条）。

失業保険を受給する要件は、①労働契約が終了したこと（労働者が一方的に違法に労働

契約を終了した場合、退職金や労働能力喪失手当を受給している場合を除く）、② カ月以

上保険料を納付していること（無期または有期の労働契約の場合は労働契約終了前の カ

月以内に、季節的業務または特定業務のために カ月以上 カ月未満の労働契約の場合は

労働契約終了前の カ月以内に）、③雇用サービスセンターに必要書類一式を提出している

こと、④書類提出日から 日以内に職を見つけていないこと（例外規定あり）となってい

る（雇用法 条各項）。外国人労働者は失業保険に加入できないため、企業は外国人労働者

に対して勤務年数に対応した退職金を支払う義務を負う。

失業手当の受給額は、失業前の カ月間の平均賃金額の ％で、地域別最低賃金の 倍を

超えない金額となる（雇用法 条 項）。失業保険の受給期間は、保険料納付期間によって

変動し、それが ～ カ月間の場合は、受給期間は カ月である。保険料納付期間がその

期間を超えて カ月増えるごとに カ月受給期間が延びるが、最大で カ月である（雇用

法 条 項）。

失業保険の他、職業紹介や職業訓練支援の制度も存在する。

【運用の実態】

ベトナムの失業保険は、十分な期間保険料を納付したことを条件に、労働者が退職時に失業

保険金を受領することができ、その場合、使用者は退職手当等を支払う必要がなくなるという

制度であると言える。そのため、失業保険に加入していれば、退職時の使用者の負担をなくす

ことができる。注意すべきは、計算基礎となる平均賃金であるが、これは労働者が退職する直

前の カ月の平均賃金である。そのため、例えば、入社当初平均賃金が低く、失業保険に加入

していなかった（期間がある）ような場合、勤続年数が相当期間長くなり退職時には賃金額が

上昇していたとすると、退職時に使用者が思わぬ負担をすることになりかねない。

なお、失業保険の制度は法改正に伴って段階的に変化して上記の現行制度に至っている

ため、ベトナム法人での勤続年数の長いベトナム人労働者については、入社時期、旧法下の

制度や過去の保険料支払経緯を確認するなど注意が必要である。

第６章 労使関係

第１節 労働者代表システム

かつてフランスの植民地とされていたベトナムにおいては、歴史的に資本家・使用者階

級＝フランス、労働者階級＝ベトナム人民、労働運動＝民族独立運動であった。したがって、

その労働運動は必然的に共産主義運動と結びつき、ベトナム労働組合はベトナム共産党の指

導の下、一体となってフランス、日本、アメリカと戦い、社会主義ベトナムとしての統一・

独立に貢献した。

そのような歴史的正統性を有するベトナム労働組合は、ベトナムにおいて唯一の労働者代

表組織として全ての労働者を代表する特殊な法的地位を付与されている。すなわち、一つの

事業場において労働者が設立することができる労働組合は一つのみで、当該組合は当然にベ

トナム労働総同盟（ ）をナショナルセンターとするベトナム労働組合に組み込まれ、当

該事業場における組織率（従業員全体における加入率）にかかわらず、当然にその全従業員

を代表する権限と責任が付与される。

問題は、未組織の事業場（労働組合が未設立の事業場）における労働者の代表主体であり、

かつてはストライキ権の行使手続きに限定して、当該事業場の労働者の過半数により選出さ

れた代表者のもとでこれを行使することが認められたこともあったが、現在では、ベトナム

労働組合内の当該地区における上級組織がそれらの労働者を直接代表する制度がとられてい

る。

このような特殊な労働組合制度のもとで、事業場の労働組合の組合員となった労働者は毎

月賃金の ％を組合費として徴収されるが、使用者もまた、全従業員（全組合員ではない点

に注意）の賃金の ％相当額を組合経費として納入しなければならない。

準国家機関的な性質を有するベトナム労働組合がそもそも「労働組合」と呼びうるもので

あるか否かについては、かねてから議論のあるところである。最近では （環太平洋経済

協力パートナーシップ協定）にともなう越米の 国間合意に基づいて労働者代表組織の自由

設立を認める労働法典改正法案が準備されたが、 批准案自体の国会提出が見送られたこ

とにより頓挫した（ 年現在）。

第２節 企業内労働組合

現状、企業内組合を有している企業は多く存在している。日系の場合、労働者数の多い

製造業、工業団地の企業などは企業内組合を有しているところが多いが、労働者数の比較的

少ないサービス業などでは企業内組合が存在していないところも多い。

企業内組合は、新規企業設立後に、従業員数がある程度増えてきた段階で、総務スタッ
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